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本
法
律
案
は
、
公
益
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
、
国
土
交
通
省
が
所
管
す
る
法
律
に
基
づ
く
検
査
、
検
定
、
登
録

等
の
事
務
に
つ
い
て
、
実
施
す
る
者
の
指
定
制
度
を
、
登
録
制
度
に
改
め
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
土
交
通
省
が
所
管
す
る
船
舶
安
全
法
等
の
十
二
法
律
に
基
づ
く
検
査
、
検
定
、
登
録
等
の
事
務
に
つ
い
て
、
国
土
交
通

大
臣
が
指
定
し
た
公
益
法
人
等
が
実
施
す
る
制
度
を
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
法
人
が
実
施
す
る
制
度
等
に
改
め

る
。

二
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
た
め
の
基
準
を
法
律
に
明
示
す
る
と
と
も
に
、
登
録
さ
れ
た
法
人
に
は
財
務
諸
表
等
の

公
開
を
義
務
付
け
る
等
登
録
制
度
の
透
明
性
の
確
保
を
図
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


